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長津田ハッピー通信

「お金」に関する様々情報を提供します！

さて、今月号は「緩和型生命保険」について
の最終回となります。
前号では、実際にA生命の緩和型医療保険
の告知書の告知事項を実際に記させて頂き
ました。
通常タイプの医療保険と比較し、だいぶ
告知事項が緩和されており、持病があり
今まで保険にご加入出来なかった方にとって

ファイナンシャルプランナー中嶋の目⑮
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第三回生命保険
＊試算条件：50歳女性 入院日額5,000円60日型
手術・先進医療特約付き 終身払 月払
・緩和型 ３，９００円
・通常型 ２，７７０円（七大生活病無制限支払）
通常タイプの保障内容が、緩和型より厚く
なっている為、単純比較は出来ませんが、
緩和型の方が約４０％割高となっています。

テレビコマーシャルを見て、「持病もあるし、安い
ので加入した」という方がいらっしゃいますが
加入の際は以下の事項に留意し加入のご検討を
してください。
①持病があっても通常タイプの商品で加入
出来る可能性があるので、必ず担当者に確認を
する。複数の保険会社へ確認を行う。
②緩和型商品のほとんどが一年目の保障が

編集後記
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相続・遺言・住宅ローンのご相談は・・・

は嬉しい商品だと思います。

では次に、通常タイプの商品と保険料の比
較をしてみましょう。O生命の商品で比較して
みます。

半分に設定されている。
③緩和型商品のほとんどが終身払（一生涯払）
となっているので、受給年金で保険料を
支払っていけるかを確認する。 （担当FP中嶋）

10月4日・5日「ららぽーと横浜」にて
「秋の相続・遺言・住まいの大相談会」開催しました！！

さる10月4日（土）・5日（日）にららぽーと横浜にて、ランドマーク税理士法人様
㈱NｅｘｔＳｏｌｕｔｉｏｎ様のご協力のもと無料相談会を開催致しました。
特に5日は台風18号の影響で、天気が悪いにも関わらず多くのお客様に
ご来場頂きました。
今回は、5月の相談会のアンケートで多かった「家計」にスポットを当て、お金
のプロである多数のファイナンシャルプランナーが対応致しました。子育て世代
のお父さん、お母さんの家計の悩みは多岐にわたり、「ライフプランニング」の
作成依頼を多数頂きました。２日間で３０名を超える相談となりました。
また、相続や税金に関するご相談も多数頂きました。
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皆様のお悩みを解決すべく今後ともフォローさせて頂きます。

10月8日「YOKOHAMAこれから博」にブース出展！
IN新横浜プリンスホテル

ららぽーと横浜の相談会の余韻冷めやまぬ、さる10月８日（水）新横浜プリン
スホテルにて、サンケイリビング新聞社主催のイベントに初出展致しました。

編集後記 今年は自然災害の多い年です。夏の集中豪雨、土石流、火山の噴火、そして台風の直撃。
自然の力には逆らえませんが「備えあれば憂いなし」と思う今日この頃です。（担当 FP 中嶋 康仁）

スホテルにて、サンケイリビング新聞社主催のイベントに初出展致しました。
このイベントは、シニア世代向けイベントで、事前予約制にも関わらず、当日
は約500名の来場がありました。様々なイベントが開催され、又色々な業種の
方々が出展されており大盛況でした。当日は、林会計事務所様のご協力も
頂き、20名を上回るご相談に対応させて頂きました。
シニア世代の方々から
元気を頂いた一日でした。


